
平
成
十
九
年
四
月
十
日
提
出

質
問
第
一
六
七
号

日
本
政
府
の
「
靖
国
神
社
へ
の
合
祀
問
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日
本
政
府
の
「
靖
国
神
社
へ
の
合
祀
問
題
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

二
〇
〇
七
年
三
月
二
八
日
、
国
立
国
会
図
書
館
が
「
新
編

靖
国
神
社
問
題
資
料
集
」
を
公
表
し
た
。

本
資
料
集
が
公
開
さ
れ
た
こ
と
で
、
旧
厚
生
省
と
靖
国
神
社
の
間
で
進
め
ら
れ
た
合
祀
事
務
の
経
緯
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で

知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

（
一
）

一
九
六
七
年
五
月
九
日
に
行
わ
れ
た
「
合
祀
事
務
連
絡
会
議
」
に
お
い
て
、
旧
厚
生
省
の
合
祀
事
務
の
担
当
課
長
以

下
七
名
と
、
靖
国
神
社
側
が
協
議
し
た
際
に
、
合
祀
を
保
留
し
て
い
た
対
象
者
の
合
祀
の
可
否
を
検
討
し
て
い
る
。

「
法
務
死
亡
者
」
と
し
て
合
祀
対
象
と
な
っ
た
民
間
人
の
中
に
、
「
櫻
ク
ラ
ブ
経
営
者
。
（
訴
因
、
婦
女
子
強
制
売
淫

刑
十
年
受
刑
中
病
死
）
」
と
さ
れ
る
人
物
が
含
ま
れ
て
い
る
（
資
料
三
〇
五
、
三
〇
六
頁
）
。

（
二
）

日
本
人
に
対
す
る
各
国
の
戦
争
裁
判
受
刑
者
に
対
す
る
刑
執
行
の
状
況
に
つ
い
て
、
刑
死
者
数
が
九
二
七
名
（
内
一

三
名
は
自
殺
等
）
、
獄
死
者
数
九
八
名
と
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
関
係
国
別
に
見
る
と
「
ア
メ
リ
カ：

刑
死
者
一
四

〇
名
、
獄
死
者
一
九
名
」
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア：

刑
死
者
一
四
〇
名
、
獄
死
者
一
六
名
」
「
イ
ギ
リ
ス：

刑
死
者
二
二

三
名
、
獄
死
者
一
二
名
」
「
オ
ラ
ン
ダ：

刑
死
者
二
二
六
名
、
獄
死
者
二
〇
名
」
と
い
う
数
字
が
出
て
い
る
（
資
料
二

五
五
、
二
五
五
頁
）
。

一



（
三
）

旧
厚
生
省
と
靖
国
神
社
と
の
間
で
進
め
ら
れ
た
「
合
祀
に
関
す
る
打
合
会
」
の
記
録
に
は
、
「
新
聞
報
道
関
係
の
取

扱
ひ
方
如
何
で
そ
の
国
民
的
反
響
は
甚
だ
重
要
な
問
題
と
し
て
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
又
宮
内
庁
関
係
と

も
事
前
に
諒
承
を
求
め
る
必
要
も
考
へ
ら
れ
る
」
（
資
料
二
四
八
、
二
四
七
頁
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）

「
合
祀
事
務
に
関
す
る
打
合
会
記
録
」
に
よ
れ
ば
、
「
別
冊
�
『
靖
国
神
社
未
合
祀
戦
犯
死
亡
者
に
関
す
る
資
料
』

は
『
法
務
関
係
資
料
綴
』
に
綴
替
し
あ
り
。
昭
和
四
一
・
六
・
一
五
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
資
料
二
九
八
、
二
九
八

頁
）
。

（
五
）

「
合
祀
事
務
に
関
す
る
検
討
（
資
料
）
」
に
よ
れ
ば
、
「
�
、
他
省
関
係

引
揚
給
付
金
関
係
資
料
で
調
査
す
る

他
各
縣
に
つ
い
て
も
調
査
す
る
こ
と
。
厚
生
省
援
護
課
で
は
数
は
掌
握
し
て
い
る
が
、
資
料
は
持
っ
て
い
な
い
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
厚
生
省
調
査
課
で
研
究
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。
（
留
守
名
簿
等
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
み
る
こ
と
）
。

ア
）
外
務
省

イ
）
運
輸
省

ウ
）
逓
信
省
（
郵
政
省
）

エ
）
自
治
省

オ
）
警
察
庁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
（
資
料

三
一
三
、
三
一
九
頁
）
。

（
六
）

陸
軍
省
は
「
靖
国
神
社
ノ
合
祀
ニ
関
ス
ル
件
」
に
よ
れ
ば
、
陸
軍
省
は
「
敵
ノ
戦
闘
行
動
ニ
因
リ
死
没
セ
ル
常
人

（
戦
災
者
、
鉄
道
、
船
舶
等
ニ
乗
車
船
中
遭
難
セ
ル
モ
ノ
）
」
と
し
、
空
襲
な
ど
で
亡
く
な
っ
た
一
般
国
民
も
合
祀
す

二



る
よ
う
提
案
し
て
い
る
（
資
料
一
〇
四
、
一
一
三
頁
）
。

一
方
、
合
祀
の
経
緯
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
も
大
き
い
。
本
資
料
集
に
基
づ
き
、
「
合
祀
」
が
ど

の
よ
う
な
枠
組
み
で
行
わ
れ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
安
倍
首
相
の
訪
米
を
控
え
、
世
界
の
注
目
が
日
本
に
集
ま
っ

て
い
る
い
ま
こ
そ
、
早
急
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
作
業
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。

一

《
資
料
三
〇
五
》
に
つ
い
て

�

「
櫻
ク
ラ
ブ
経
営
者
」
は
、
慰
安
所
経
営
者
と
い
う
認
識
で
よ
い
か
。

�

旧
厚
生
省
は
、
一
九
六
六
年
二
月
に
靖
国
神
社
に
対
し
、
「
合
祀
を
保
留
さ
れ
て
い
た
戦
犯
関
係
死
没
者
の
祭
神
名
票

を
送
る
」
と
通
知
し
て
い
る
。
こ
の
際
に
、
当
該
人
物
の
「
祭
神
名
票
」
は
送
ら
れ
て
い
る
の
か
。
送
ら
れ
た
際
に
、
民

間
人
で
あ
る
当
該
人
物
が
対
象
と
な
っ
た
理
由
は
何
か
。

�

政
府
が
、
当
該
人
物
の
合
祀
を
保
留
し
て
い
た
理
由
は
何
か
。
ま
た
、
保
留
解
除
し
た
理
由
は
何
か
。

�

当
該
人
物
は
、
遺
族
年
金
・
恩
給
な
ど
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
。
ど
の
よ
う
な
資
格
で
、
何
年
間
、
総
額
い
く
ら
を

支
払
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
判
断
に
よ
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三



�

安
倍
首
相
は
、
当
該
人
物
に
対
し
、
「
国
の
た
め
に
戦
っ
た
」
と
い
う
認
識
か
。
ま
た
、
当
該
人
物
に
対
し
て
「
国
の

た
め
に
戦
っ
た
方
々
に
対
す
る
尊
崇
の
念
」
を
持
っ
て
い
る
か
。

二

《
資
料
二
五
五
》
に
つ
い
て

�

こ
れ
ら
の
刑
死
者
の
「
祭
神
名
票
」
は
靖
国
神
社
に
送
ら
れ
て
い
る
の
か
。

�

こ
れ
ら
の
刑
死
者
は
、
遺
族
年
金
・
恩
給
な
ど
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
か
。
ど
の
よ
う
な
資
格
で
、
何
年
間
、
総
額
い

く
ら
を
支
払
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
そ
れ
は
、
誰
の
、
ど
の
よ
う
な
判
断
に
よ
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

安
倍
首
相
は
、
こ
れ
ら
の
刑
死
者
す
べ
て
に
対
し
、
「
国
の
た
め
に
戦
っ
た
」
と
い
う
認
識
か
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
刑

死
者
す
べ
て
に
対
し
て
「
国
の
た
め
に
戦
っ
た
方
々
に
対
す
る
尊
崇
の
念
」
を
持
っ
て
い
る
か
。

三

《
資
料
二
四
八
》
に
つ
い
て

�

「
宮
内
庁
関
係
と
も
事
前
に
諒
承
を
求
め
る
必
要
」
と
あ
る
が
、
い
つ
、
誰
に
、
ど
の
よ
う
な
諒
承
を
得
た
の
か
。
ま

た
、
な
ぜ
「
事
前
に
諒
承
を
求
め
る
必
要
」
が
あ
る
と
判
断
し
た
の
か
。
そ
の
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

�

合
祀
に
つ
い
て
、
宮
内
庁
の
関
与
を
示
す
文
書
な
ど
が
あ
れ
ば
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

《
資
料
二
九
八
》
に
つ
い
て

四



「
法
務
関
係
資
料
綴
」
と
い
う
文
書
に
つ
い
て
、
文
書
そ
の
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
文
書

そ
の
も
の
が
な
け
れ
ば
、
当
該
文
書
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
た
書
物
な
ど
に
つ
い
て
、
概
要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

《
資
料
三
一
三
》
に
つ
い
て

�

合
祀
に
つ
い
て
、
外
務
省
・
旧
運
輸
省
・
旧
逓
信
省
・
旧
自
治
省
・
警
察
庁
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
あ
っ

た
の
か
。
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

合
祀
に
つ
い
て
、
外
務
省
・
旧
運
輸
省
・
旧
逓
信
省
・
旧
自
治
省
・
警
察
庁
の
関
与
を
示
す
文
書
な
ど
が
あ
れ
ば
、
概

要
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六

《
資
料
一
〇
四
》
に
つ
い
て

旧
陸
軍
省
の
提
案
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
戦
災
で
亡
く
な
っ
た
人
が
合
祀
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
誰
の
、
ど
の
よ
う

な
意
向
に
よ
る
も
の
か
。

七

《
戦
犯
合
祀
に
関
す
る
打
合
せ
》
に
つ
い
て

�

政
府
と
靖
国
神
社
と
の
戦
犯
合
祀
に
関
す
る
打
合
せ
は
、
ど
ち
ら
の
呼
び
か
け
で
始
ま
っ
た
も
の
か
。

�

一
九
五
八
年
以
前
に
政
府
と
靖
国
神
社
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
戦
犯
合
祀
を
め
ぐ
る
折
衝
・
協
議
の
経
過
を
説
明
さ
れ

五



た
い
。

�

一
九
五
九
年
か
ら
一
九
七
八
年
一
〇
月
ま
で
に
政
府
と
靖
国
神
社
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
、
Ａ
級
戦
犯
合
祀
を
め
ぐ
る
折

衝
・
協
議
の
経
過
を
説
明
さ
れ
た
い
。

八

《
合
祀
名
簿
の
作
成
》
に
つ
い
て

�

当
資
料
集
に
あ
る
よ
う
に
、
政
府
は
靖
国
神
社
と
合
祀
名
簿
を
共
に
作
成
し
た
こ
と
は
事
実
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、

合
祀
を
決
定
し
た
の
は
最
終
的
に
神
社
で
あ
る
と
し
て
も
、
単
に
祭
神
名
票
を
提
出
し
た
と
す
る
国
の
こ
れ
ま
で
の
立
場

と
は
異
な
り
、
国
の
積
極
的
関
与
が
明
白
と
な
る
が
、
安
倍
首
相
の
認
識
は
い
か
が
か
。

�

そ
れ
は
憲
法
第
二
〇
条
に
お
け
る
「
国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
う
条
項
に
反
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
安
倍
首
相
の
認
識
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

旧
厚
生
省
が
提
出
し
た
「
祭
神
名
票
」
の
な
か
で
、
靖
国
神
社
が
合
祀
し
な
か
っ
た
も
の
は
何
名
い
る
の
か
。
そ
の
根

拠
は
何
か
。

九

《
合
祀
事
務
》
に
つ
い
て

�

合
祀
事
務
に
つ
い
て
、
政
府
側
の
人
間
は
ど
れ
く
ら
い
の
人
数
で
、
ど
れ
く
ら
い
の
期
間
従
事
し
た
の
か
。

六



�

合
祀
事
務
に
つ
い
て
、
日
本
政
府
が
負
担
し
た
す
べ
て
の
経
費
を
、
年
度
ご
と
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
そ
れ

は
、
ど
の
よ
う
な
名
目
で
処
理
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

七


